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島根県石油協同組合・島根県石油商業組合
島根県石油政治連盟　TEL 0852－25－4488

■ 島根県最低賃金が改定されました！
　島根県最低賃金が時間額７９２円（現行金額より２円引き上げ）に改定され、令和２年１０月１
日（木）から効力が発生することとなりましたのでお知らせします。




